
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央端末と

双方向通信を行う通信ネットワークにおいて、前記中央端末または従
属端末として動作する移動無線端末装置であって、
　

　 従属端末に対して中央端末の代理となることを指示
する指示情報を送信する指示情報送信手段と、
　前記指示情報の送信先の従属端末に対して、 ネットワ
ークの構成情報を送信する構成情報送信手段と、
　前記従属端末としての動作時、中央端末から前記指示情報及びネットワークの構成情報
を受信する受信手段と、
　 前記中央端
末が前記ネットワークから切断されたことを検出する中央端末切断検出手段と、
　前記中央端末切断検出手段が中央端末の切断を検出すると、中央端末として動作するた
めの機能設定に設定変更する設定変更手段と、
　前記中央端末として動作する機能設定に変更した後、前記ネットワークの構成情報に基
づいて他の従属端末とのリンクを確立するリンク確立手段と
　を具備することを特徴とする移動無線端末装置。
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複数の従属端末とを近距離無線通信により接続し、前記複数の従属端末が前
記中央端末を介して

前記中央端末としての動作時、前記複数の従属端末から収集した状態情報に基づいて代
理候補の従属端末を選択する端末選択手段と、

前記端末選択手段により選択された

前記各従属端末の識別情報を含む

前記受信手段により前記指示情報及びネットワーク構成情報を受信した後、



【請求項２】
　中央端末としての動作時、前記指示情報の送信先の従属端末が切断されたか否かを検出
する従属端末切断検出手段
　を具備し、
　
　

　前記指示情報送信手段は、
　前記指示情報の送信先の従属端末が切断された場合、該切断された従属端末

従属端末に対して前記指示情報を送信す
る
　ことを特徴とする請求項１記載の移動無線端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、中央端末と該中央端末に従属する従属端末を近距離無線通信によりスター接
続してリアルタイム双方向通信を行う通信ネットワークを構築する移動無線端末装置に係
わり、詳しくは、中央端末が通信ネットワークから切断された場合に新たな中央端末を設
けて通信ネットワークを再構築する機能を有する移動無線端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日、複数のデバイス間を接続する機能として、 Bluetooth（Ｒ）等の近距離無線通信機
能が着目されている。
【０００３】
特に、近年では、 Bluetooth（Ｒ）等の近距離無線通信機能を備え、同機能を有する複数
の端末装置同士でサーバを介さずにリアルタイム双方向通信（例えば、チャット）を行な
うことができる移動無線端末装置も実用化されている。
【０００４】
上述した機能を有する複数の移動無線端末装置間でリアルタイム双方向通信を行なう場合
、通常は、１つの移動無線端末装置に中央端末として動作するための機能設定を行う一方
、他の移動無線端末装置には中央端末の従属端末として動作するための機能設定を行なっ
たうえで、中央端末として設定された移動無線端末装置が従属端末として設定された移動
無線端末装置を近距離無線通信によりスター接続状態に収容するネットワーク構成をとる
。
【０００５】
一方、この種の移動無線端末装置に実装される近距離無線通信機能〔 Bluetooth（Ｒ）〕
は、通信距離が短く、送信出力も小さいために、例えば、中央端末を手にしているユーザ
が移動しながらメッセージ交換を行なう場合などには、当該中央端末がネットワークから
切断される事態が簡単に起こり得る。
【０００６】
こうした状況にも拘わらず、この種の従来の移動無線端末装置は、予め設定された動作機
能に従い、中央端末は中央端末としてのみ、従属端末は従属端末としてのみ動作する構成
となっていた。
【０００７】
このため、上述した理由で中央端末がネットワークから切断された場合、ネットワーク内
の中央端末機能が無くなり、その時点からネットワーク内の他の移動無線端末装置間の近
距離無線通信によるメッセージ交換が行えないことになった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
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前記端末選択手段は、
前記従属端末切断手段により前記指示情報の送信先の従属端末が切断されたことが検出

された場合、該切断された従属端末を除く従属端末の中から代理候補の従属端末を選択し
、

を除く従属
端末の中から前記端末選択手段により選択された



このように、近距離無線通信機能を備えた従来の移動無線端末装置は、中央端末と該中央
端末に従属する従属端末を近距離無線通信によりスター接続してリアルタイム双方向通信
を行う通信ネットワークで用いる場合、予め設定された動作機能に従い、中央端末または
従属端末としてのみ動作する構成であったため、中央端末がネットワークから切断された
場合、その時点からネットワーク内の他の移動無線端末装置間の近距離無線通信によるメ
ッセージ交換が行えなくなるという問題点があった。
【０００９】
　本発明は上記問題点を除去し、中央端末がネットワークから切断された場合においても
、該中央端末の代理の端末が新たに中央端末となってネットワークを再構築することによ
り、近距離無線通信を用いたリアルタイム双方向通信を継続できる移動無線端末装置を提
供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、中央端末と

双方向通信を行
う通信ネットワークにおいて、前記中央端末または従属端末として動作する移動無線端末
装置であって、

従属端末に対して中央端末の代理となることを指示する指示情報を送信する指示情
報送信手段と、前記指示情報の送信先の従属端末に対して、

ネットワークの構成情報を送信する構成情報送信手段と、前記従属端末としての動作
時、中央端末から前記指示情報及びネットワークの構成情報を受信する受信手段と、

前記中央端末が前
記ネットワークから切断されたことを検出する中央端末切断検出手段と、前記中央端末切
断検出手段が中央端末の切断を検出すると、中央端末として動作するための機能設定に設
定変更する設定変更手段と、前記中央端末として動作する機能設定に変更した後、前記ネ
ットワークの構成情報に基づいて他の従属端末とのリンクを確立するリンク確立手段とを
具備することを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、中央端末としての動作時
、前記指示情報の送信先の従属端末が切断されたか否かを検出する従属端末切断検出手段
を具備し、

前記指示情報送信手段は、前記指示情報の送信先の従属
端末が切断された場合、該切断された従属端末

従属端末に対して前記指示情報を送信することを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
図１は、本発明に係わる移動無線端末を用いた通信イメージを示す図である。
【００１６】
図１に示すように、本発明に係わる移動無線端末１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄは、そ
れぞれ、近距離無線通信機能部１１０を備えている。
【００１７】
上記構成により、移動無線端末１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、近距離無線通信機能
部１１０同士の近距離無線通信制御により、互いに他の端末と近距離無線通信を行なうこ
とができる。
【００１８】
図１の例は、特に、移動無線端末１０ａが中央端末（マスター）として動作するように設
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複数の従属端末とを近
距離無線通信により接続し、前記複数の従属端末が前記中央端末を介して

前記中央端末としての動作時、前記複数の従属端末から収集した状態情報
に基づいて代理候補の従属端末を選択する端末選択手段と、前記端末選択手段により選択
された

前記各従属端末の識別情報を
含む

前記
受信手段により前記指示情報及びネットワーク構成情報を受信した後、

前記端末選択手段は、前記従属端末切断手段により前記指示情報の送信先の従
属端末が切断されたことが検出された場合、該切断された従属端末を除く従属端末の中か
ら代理候補の従属端末を選択し、

を除く従属端末の中から前記端末選択手段
により選択された



定され、かつ他の移動無線端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄが中央端末に従属する従属端末（
スレーブ）として動作するように設定されることにより、中央端末（移動無線端末１０ａ
）とその周辺の従属端末（移動無線端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ）とがスター接続された
状態で、上述した近距離無線通信機能部１ 1０同士の近距離無線通信制御によってリアル
タイム双方向通信を行なっているイメージを示したものである。
【００１９】
このネットワーク構成におけるリアルタイム双方向通信としては、移動無線端末１０ａと
移動無線端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄとがサーバを介さずにメッセージ交換を行なうチャ
ットを想定している。
【００２０】
また、移動無線端末１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの近距離無線通信機能部１ 1０は、
それぞれ、例えば、 Bluetooth（Ｒ）により実現されるものとする。
【００２１】
Bluetooth（Ｒ）は、２．４ＧＨｚ帯の無線周波数、最大無線電力１００ｍＷといった通
信規格で運用されるものであり、通信距離が短く（標準で１０ｍ）かつ送信出力も小さい
ために、例えば、ユーザが手に持って移動しながらメッセージ交換を行なった場合には、
近距離無線通信が切断され、メッセージ交換が行なえなくなる危険性が高い。
【００２２】
このため、例えば、図１に示すネットワーク構成において、移動無線端末１０ａ（中央端
末）を持っているユーザが移動した場合は、該移動無線端末１０ａがネットワークから切
断される事態も起こりかねない。
【００２３】
本発明は、こうした状況に際しても、ネットワークから切断された移動無線端末１０ａ（
中央端末）を除いた移動無線端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ（従属端末）間で中央端末対従
属端末のスター接続状態を有するネットワークを再構築してリアルタイム双方向通信を継
続できるようにすることを目的としたものである。
【００２４】
ここで、上記目的を達成するための移動無線端末１０（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ
）の構成について図２を参照して説明する。
【００２５】
図２は、本発明に係わる移動無線端末１０の構成を示すブロック図である。
【００２６】
図２に示すように、本発明に係わる移動無線端末１０は、無線電話通信部１１、メッセー
ジ処理部１２、端末機能設定部１３、リンク確立制御部１４、代理指示送信部１５、ネッ
トワーク構成情報送信部１６、代理指示受信部１７、ネットワーク構成情報受信部１８、
近距離無線通信検出部１９、近距離無線通信部２０、制御部２１、入力／操作部２２、表
示部２３を具備して構成される。
【００２７】
無線電話通信部１１は、ＣＤＭＡなどのデジタル無線電話（図１における無線電話通信機
能部１１０に相当）で実現され、制御部２１の制御の下で対向移動無線端末と無線電話基
地局（図示せず）を介した無線電話通信を行なうものである。
【００２８】
メッセージ処理部１２は、例えば、対向移動無線端末との近距離無線通信により該対向移
動無線端末との間に確立されたメッセージ交換セッションで送受するメッセージの作成、
表示、履歴保存などの処理を行なうものである。
【００２９】
端末機能設定部１３は、図１に示すようなネットワーク構成において、自機が中央端末（
マスター）または従属端末（スレーブ）のいずれとして動作するのかを設定するものであ
る。また、従属端末としての設定中、中央端末から該中央端末の代理端末となることを指
示された後、該中央端末がネットワークから切断されたことが検出された場合、自機を従
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属端末から中央端末に設定変更する機能も担っている。
【００３０】
リンク確立制御部１４は、自機が中央端末または従属端末のいずれに設定されているかに
よって対向移動無線端末とのリンク確立の制御を行なうものである。例えば、中央端末と
して設定されている時には、従属端末として設定されている周辺の移動無線端末とのリン
クを確立し、従属端末と設定されている時には、中央端末とのリンクを確立する。
【００３１】
更に、従属端末として設定されている時に、中央端末から代理端末となることを指示され
かつ該中央端末から現ネットワークに関するネットワーク構成情報を受信した後、該中央
端末がネットワークから切断されたことが検出されることにより従属端末から中央端末に
設定変更された場合には、上記ネットワーク構成情報に基づいて周辺の移動無線端末とリ
ンクを確立し、自機が中央端末となってネットワークを再構築する。
【００３２】
代理指示送信部１５は、自機が中央装置として設定されている時、周辺の任意の移動無線
端末を代理端末候補として選定し、該設定した移動無線端末に対して中央端末の代理端末
となることを指示する指示情報を送信するものである。
【００３３】
ネットワーク構成情報送信部１６は、代理端末となることを指示した移動無線端末に対し
て、現ネットワークを構成する各移動無線端末の識別情報や接続関係（マスター／スレー
ブの関係）から成るネットワーク構成情報を送信するものである。
【００３４】
代理指示受信部１７は、自機が従属端末として設定されている時、中央端末から送信され
てくる、該中央端末の代理端末となることを指示する指示情報を受信するものである。
【００３５】
ネットワーク構成情報受信部１８は、中央端末から代理端末となることを指示しされた後
、該中央端末から送られてくる上記ネットワーク構成情報を受信し、所定の記憶エリアに
格納するものである
近距離無線通信検出部１９は、後述する近距離無線通信部２０を通じて、対向移動無線端
末との間の Bluetooth（Ｒ）の接続状態をチェックする部分である。この近距離無線通信
検出部１９は、例えば、自機が端末機能設定部１３の設定に従い中央端末として動作して
いる場合には、代理端末となることを指示している移動無線端末が切断されたかどうかを
検出し、自機が端末機能設定部１３の設定に従い従属局として動作しており、中央端末か
ら代理端末となることを指示されている場合には、中央端末がネットワークから切断され
たか否かを検出する。
【００３６】
近距離無線通信部２０は、 Bluetooth（Ｒ）の通信モジュール（図１における近距離無線
通信機能部１１０に相当）であり、他の Bluetooth（Ｒ）通信モジュールを実装したデバ
イス（対向移動無線端末も含む）と Bluetooth（Ｒ）の仕様に従って通信を可能にするも
のである。
【００３７】
制御部２１は、移動無線端末１０全体の制御を行なうものである。
【００３８】
入力／操作部２２は、テンキー等の各種キーを操作して各種情報（メッセージや各種動作
指示等）を入力するものである。本発明では、入力／操作部２２は、図１に示すような形
態のネットワーク中で中央端末または従属端末として動作すべく設定するための設定情報
入力手段としての機能も担っている。
【００３９】
表示部２３は、メッセージ交換セッションで送受するメッセージ等の各種情報を表示する
ものである。
【００４０】
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次に、本発明に係わる移動無線端末１０の通信動作について具体的な例を挙げて説明する
。
【００４１】
この説明では、例えば、図１に示すネットワーク構成において、移動無線端末１０ａ，１
０ｂ，１０ｃ，１０ｄが、それぞれ、図２に示す移動無線端末１０と同じ構成を有し、こ
れら移動無線端末１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄが近距離無線通信によるリアルタイム
双方向通信（メッセージ交換：チャット）を行なっている状態を前提とする。
【００４２】
この時、移動無線端末１０ａがその端末機能設定部１３での設定に従い中央端末として動
作し、他の移動無線端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄがそれぞれの端末機能設定部１３の設定
に従って従属端末として動作しているものとする。
【００４３】
なお、以下の説明では、簡単のため、移動無線端末１０ａを中央端末と称し、移動無線端
末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄをそれぞれ従属端末と称する。
【００４４】
上記設定条件において、中央端末１０ａは自機のリンク確立制御部１４により近距離無線
通信部２０を通じて従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄとリンクを確立する一方、従属端末
１０ｂ，１０ｃ，１０ｄも自機のリンク確立制御部１４により近距離無線通信部２０を通
じて中央端末１０ａとリンクを確立して、中央端末１０ａと近距離無線通信によるメッセ
ージ交換を行なっている。
【００４５】
このようにして、中央端末１０ａと従属端末端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄが近距離無線通
信によりスター接続されてメッセージ交換を行なっている状態で、中央端末１０ａは従属
端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの中の１つに対して自機（つまり、中央端末）の代理端末に
なることを指示する制御を行ない、一方、従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは中央端末１
０ａから上記指示を受けて中央端末１０ａの代理端末となってネットワークを再構築する
制御を行なう。
【００４６】
図３は、図１における中央端末１０ａの代理端末指示制御動作を示すフローチャートであ
る。
【００４７】
中央端末１０ａは、上述した如く、従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄとの間に上述したリ
ンク確立制御を経て確立したメッセージ交換セッションにより当該従属端末１０ｂ，１０
ｃ，１０ｄとメッセージ交換を実行中（図１参照）、任意のタイミングで代理指示送信部
１５を起動する。
【００４８】
代理指示送信部１５は、従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの中から自機（中央端末）の代
理候補の端末を任意に選定し（ステップＳ３０１）、この選定した代理候補端末例えば従
属端末１０ｄに対して中央端末の代理端末になることを指示する（ステップＳ３０２）。
具体的には、中央端末の代理端末になることを指示する指示情報を近距離無線通信部２０
を通じて従属端末１０ｄに送信する。
【００４９】
次いで、中央端末１０ａのネットワーク構成情報送信部１６は、現ネットワークの構成を
示すネットワーク構成情報（中央端末１０ａ、従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの識別情
報やマスター／スレーブ関係情報等から成る）を所定の記憶エリアから読み出し、上記指
示情報を受信することで代理端末となった従属端末１０ｄに対して近距離無線通信部２０
を介して送信する（ステップＳ３０３）。
【００５０】
その後、中央端末１０ａは、近距離無線通信検出部１９において、上記従属端末１０ｄ（
代理端末）が自機から切断されたことが検出されたかどうかをチェックする（ステップＳ
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３０４）。
【００５１】
ここで、従属端末１０ｄ（代理端末）が自機から切断されたことが検出されない間（ステ
ップＳ３０４ＮＯ）は当該チェックを続け、この間に、従属端末１０ｄ（代理端末）が自
機から切断されたことが検出された場合（ステップＳ３０４ＹＥＳ）、ステップＳ３０１
に戻り、従属端末１０ｄを除く従属端末１０ｂ，１０ｃの中から自端末（中央端末）の代
理候補となる従属端末を選定し（ステップＳ３０１）、ここで選定された従属端末１０ｂ
，１０ｃに対して中央端末の代理端末になることを指示する（ステップＳ３０２）。
【００５２】
このようにして、中央端末１０ａは、任意のタイミングで代理端末候補を選定して該端末
に対して中央端末の代理端末になることを指示し、かつ現ネットワークに関するネットワ
ーク構成情報を通知すると共に、以後、代理端末（上記指示及びネットワーク構成情報を
受信した後の代理端末候補）が切断された場合は、次に条件の良い代理端末候補を設定し
て、上記指示及びネットワーク構成情報を通知することで、常に代理端末を確保している
。
【００５３】
なお、中央端末１０ａにおける代理端末候補の選定方法については、電池残量を選定条件
とし、例えば、自機の電池残量を監視する一方、従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄからそ
れぞれの電池残量をポーリングし、自機の電池残量が従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの
電池残量よりも小さくなった場合、当該従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄのうちの最も電
池残量の大きな端末を選定する方法がある。
【００５４】
また、メモリ残量を選定条件とし、例えば、自機のメモリ残量を監視する一方、従属端末
１０ｂ，１０ｃ，１０ｄからそれぞれのメモリ残量をポーリングし、自機のメモリ残量が
従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄのメモリ残量よりも小さくなった場合、当該従属端末１
０ｂ，１０ｃ，１０ｄのうちの最もメモリ残量の大きな端末を選定する方法がある。
【００５５】
図４は、図１における従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの中央端末移行制御動作を示すフ
ローチャートである。
【００５６】
従属端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄでは、上述した如く、中央端末１０ａとの間にそれぞれ
上述したリンク確立制御を経て確立したメッセージ交換セッションにより当該中央端末１
０ａとメッセージ交換を実行中（図１参照）、中央端末１０ａからその代理端末となるこ
とが指示されたか否か、つまり、中央端末１０ａの代理指示送信部１５から送信された、
中央端末１０ａの代理端末になることを指示する指示情報が自機の代理指示受信部１７で
受信されたか否かをチェックする（ステップＳ４０１）。
【００５７】
ここで、上記指示情報が受信された場合（ステップＳ４０１ＹＥＳ）、該指示情報が受信
された従属端末（この例では、１０ｄ）は、当該指示情報に続いて中央端末１０ａから送
信されてくるネットワーク構成情報をネットワーク構成情報受信部１８により受信し、所
定の記憶エリアに記憶する（ステップＳ４０２）。
【００５８】
その後、上記指示情報及びネットワーク構成情報を受信した従属端末１０ｄは、上記ネッ
トワーク構成情報に基づき現ネットワーク構成を認識したうえで、近距離無線通信検出部
１９により現ネットワークにおける中央端末１０ａがネットワークから切断されたことが
検出されたか否かをチェックする（ステップＳ４０３）。
【００５９】
ここで、中央端末１０ａがネットワークから切断された場合（ステップＳ４０３ＹＥＳ）
、従属端末１０ｄは、端末機能設定部１３によりそれまでスレーブ（従属端末）として動
作すべき設定であったものをマスター（中央端末）として動作すべき設定に設定変更する
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（ステップＳ４０４）。
【００６０】
上記選定変更が完了し、新たに中央端末となった移動無線端末１０ｄでは、リンク確立制
御部１４が既に受信・格納されているネットワーク情報を該当記憶エリアから取得し（ス
テップＳ４０５）、該ネットワーク構成情報に基づき近距離無線通信部２０を通じて従属
端末１０ｂ，１０ｃ（新たな中央端末１０ｄに対して従属端末となり得る端末）とリンク
確立の制御を行ない（ステップＳ４０６）、移動無線端末１０ｄを中央端末とし、移動無
線端末１０ｂ，１０ｃを従属端末として近距離無線通信によりスター接続されたネットワ
ークを再構築する。
【００６１】
以後、移動無線端末１０ｄは、近距離無線通信部２０を通じて、従属端末１０ｂ，１０ｃ
の近距離無線通信部２０との間でメッセージ交換（通信）を行なう（ステップＳ４０７）
。
【００６２】
図５は、図１に示す如く、中央端末である移動無線端末１０ａから移動無線端末１０ｄに
中央端末の代理端末となることを指示した後に該移動無線端末１０ａが例えば移動により
ネットワークから切断された場合のネットワーク再構築動作のイメージを示す図である。
【００６３】
この場合、移動無線端末１０ｄは、それまで中央端末であった移動無線端末１０ａがネッ
トワークから切断されたことを検出すると、自機が中央端末となって新たな従属端末であ
る移動無線端末１０ｂ，１０ｃとリンクを確立してネットワークを再構築する。
【００６４】
これにより、図１のネットワーク構成において、中央端末である移動無線端末１０ａがネ
ットワークから切断された後も、残された移動無線端末１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ間で、移
動無線端末１０ｄを中央端末として従属端末である移動無線端末１０ｂ，１０ｃとの間で
メッセージ交換を続行できる。
【００６５】
このように、本発明に係わる移動無線端末１０（図２参照）は、中央端末と該中央端末に
従属する従属端末を近距離無線通信によりスター接続してリアルタイム双方向通信を行う
通信ネットワーク（図１参照）内において、中央端末として動作する時には、任意の従属
端末に対して中央端末の代理となることを指示する指示情報及び現ネットワークのネット
ワーク構成情報を送信する機能と、従属端末として動作する時には、中央端末から上記指
示情報及びネットワーク構成情報を受信する機能と、上記指示情報及びネットワーク構成
情報を受信した後、中央端末が通信ネットワークから切断された場合、中央端末として動
作する機能設定へと設定変更し、既に受信しているネットワーク構成情報に基づき他の従
属端末とのリンクを確立する機能とを備えて構成される。
【００６６】
かかる構成を有する移動無線端末を上記ネットワーク内に配置すれば、中央端末と従属端
末間でのリアルタイム双方向通信実行中に、中央端末が通信ネットワークから切断された
場合にも、該中央端末から代理となることを指示されていた端末が新たに中央端末となっ
てネットワークを再構築することにより、残された端末間で近距離無線通信を用いたリア
ルタイム双方向通信を継続できる。
【００６７】
なお、本発明は、上記し、且つ図面に示す実施例に限定することなく、その要旨を変更し
ない範囲内で適宜変形して実施できるものである。
【００６８】
例えば、図３に示すフローチャートによれば、中央端末１０ａにおける代理端末指示制御
動作において、代理端末（例えば、１０ｄ）に対して現ネットワークのネットワーク構成
情報を通知するのは１回にとどまっているが、変形例としては、当該制御動作中に、現ネ
ットワークの構成が変わったか否かを認識し、現ネットワークの構成が変わった場合、変
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更後の新たなネットワークのネットワーク構成情報を取得し、該ネットワーク構成情報を
現ネットワークのネットワーク構成情報として代理端末１０ｄに通知する処理を加えても
良い。
【００６９】
この変形例の場合、代理端末１０ｄ側の動作に関しては、図４に示すフローチャートに従
った中央端末移行制御動作中、ステップＳ４０３で現ネットワークのネットワーク構成情
報を受信・格納した後、新たにネットワーク構成情報が受信されたか否かを判断し、新た
にネットワーク構成情報が受信された場合は、既に格納されているネットワーク構成情報
を新たに受信されたネットワーク構成情報の内容で更新する処理を行なう必要がある。
【００７０】
また、この変形例に係わる機能を実現するための移動無線端末１０の構成については、図
２に示す構成に加えて、中央端末としての動作時、任意の従属端末に対して中央端末の代
理となることを指示する指示情報を送信した後、現ネットワークの構成が変更されたか否
かを認識する手段と、現ネットワークの構成が変更された場合、該変更後のネットワーク
のネットワーク構成情報を取得し、上記指示情報の送信先の従属端末に送信する手段と、
従属端末としての動作時、中央端末から前記指示情報及びネットワーク構成情報を受信し
た後、新たにネットワーク構成情報が受信されたか否かを判断する手段と、新たにネット
ワーク構成情報が受信された場合は、既に格納されているネットワーク構成情報を当該新
たに受信されたネットワーク構成情報の内容で更新する手段とを設ける必要がある。
【００７１】
この他、本発明においては、図５に示す態様でネットワークの再構築がなされた後、該ネ
ットワークで新たに中央端末となった移動無線端末１０ｄがそれまで中央端末であった移
動無線端末１０ａと同様、移動無線端末１０ｂまたは１０ｃを対象に代理端末を指定する
制御を更に行ない、移動無線端末１０ｂ，１０ｃでもそれまで代理端末であった移動無線
端末１０ｄと同様に新たな中央端末から代理端末として指示を受け、ネットワークを再構
築する制御を更に続けるようにしても良い。
【００７２】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係わる移動無線端末を用いた通信イメージを示す図。
【図２】本発明に係わる移動無線端末の構成を示すブロック図。
【図３】本発明に係わる移動無線端末が中央端末として動作する時の代理端末指示制御動
作を示すフローチャート。
【図４】本発明に係わる移動無線端末が従属端末として動作する時の中央端末移行制御動
作を示すフローチャート。
【図５】本発明に係わる移動無線端末を用いた通信ネットワークにおける中央端末切断後
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中央端末としての動作時には、複数の従属端末
から収集した状態情報に基づいて代理候補の従属端末を選択し、該選択された従属端末に
対して中央端末の代理となることを指示する指示情報を送信し、かつ、前記各従属端末の
識別情報を含むネットワーク構成情報を送信すると共に、従属端末としての動作時には、
中央端末から前記指示情報及びネットワーク構成情報を受信し、その後、中央端末がネッ
トワークから切断されたことを検出すると、中央端末として動作するための機能設定に設
定変更し、ネットワークの構成情報に基づいて他の従属端末とのリンクを確立する構成と
したため、中央端末が、事前に、複数の従属端末の中から代理候補の１つの従属端末を選
択し、該選択された従属端末に対して中央端末の代理となることを指示し、かつ、各従属
端末の識別情報を含むネットワークの構成情報を送信しておき、該中央端末の代理となる
ことを指示された従属端末（代理端末）が、中央端末がネットワークから切断されたこと
を検出すると、受信しているネットワーク構成情報に基づいて他の従属端末とのリンクを
確立することにより、中央端末がどのような状況でネットワークから切断された場合も代
理端末が中央端末の機能を引き継いで通信を維持できる。



のネットワーク再構築動作イメージを示す図。
【符号の説明】
１０，１０ａ，１０ｂ，１０ｃ　移動無線端末
１１　無線電話通信部
１２　メッセージ処理部
１３　端末機能設定部
１４　リンク確立制御部
１５　代理指示送信部
１６　ネットワーク構成情報送信部
１７　代理指示受信部
１８　ネットワーク構成情報受信部
１９　近距離無線通信検出部
２０　近距離無線通信部
２１　制御部
２２　入力／操作部
２３　表示部
１１０　近距離無線通信機能部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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